
秋 田 市 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス に 係 る 外 部 評 価 の 実 施 回 数

緩 和 の 同 意 に 関 す る 事 務 取 扱 要 綱

平 成 22年 ６ 月 1 1日

市 長 決 裁

（ 趣 旨 ）

第 １ 条 こ の 要 綱 は 、 秋 田 市 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス の 事 業

の 人 員 、 設 備 お よ び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 （ 平 成

2 4年 秋 田 市 条 例 第 7 5号 。 以 下 「 基 準 条 例 」 と い う 。 ） 第

1 1 8条 第 ８ 項 の 規 定 に よ る 指 定 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護

事 業 者 （ 以 下 「 事 業 者 」 と い う 。 ） に 係 る 外 部 の 者 に よ る

評 価 （ 以 下 「 外 部 評 価 」 と い う 。 ） の 実 施 に つ い て 、 「 秋

田 県 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 外 部 評 価 実 施 基 準 」 （ 以 下 「 実 施

基 準 」 と い う 。 ） の 規 定 に よ り 外 部 評 価 の 実 施 回 数 を ２ 年

に １ 回 と す る こ と （ 以 下 「 実 施 回 数 緩 和 」 と い う 。 ） に つ

い て の 同 意 の 手 続 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 実 施 回 数 緩 和 の 要 件 ）

第 ２ 条 外 部 評 価 の 実 施 回 数 緩 和 に つ い て の 同 意 の 要 件 は 、

次 の と お り と す る 。

( 1 ) 外 部 評 価 の 実 施 回 数 緩 和 に つ い て の 同 意 を 得 よ う と す

る 年 度 の 前 ５ 年 度 間 に お い て 、 継 続 し て 外 部 評 価 を 実 施

し て い る こ と 。 こ の 場 合 に お い て 、 実 施 基 準 第 ３ 条 第 ２

項 の 規 定 に よ り 外 部 評 価 の 実 施 回 数 緩 和 を し て い る 事 業

所 に お け る 外 部 評 価 の 実 施 を 省 略 し た 年 度 に つ い て は 、

外 部 評 価 を 実 施 し た と み な す も の と す る 。



( 2 ) 外 部 評 価 の 実 施 回 数 緩 和 に つ い て 同 意 を 得 よ う と す る

年 度 の 前 年 度 に お い て 、 運 営 推 進 会 議 （ 基 準 条 例 第 60条

の 1 7第 １ 項 （ 基 準 条 例 第 1 2 9条 に お い て 準 用 す る 。 ） に

規 定 す る 運 営 推 進 会 議 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が ６ 回 以 上

開 催 さ れ て い る こ と 。

( 3 ) 運 営 推 進 会 議 に は 、 本 市 の 職 員 又 は 介 護 保 険 法 （ 平 成

９ 年 法 律 第 12 3号 ） 第 1 1 5条 の 4 6第 １ 項 に 規 定 す る 地 域 包

括 支 援 セ ン タ ー の 職 員 が 必 ず 出 席 し て い る こ と 。

( 4 ) 「 自 己 評 価 及 び 外 部 評 価 結 果 」 （ 実 施 基 準 様 式 １ ） の

外 部 評 価 項 目 ( 2 )、 ( 3 )、 ( 4 )お よ び ( 6 )に 係 る 実 践 状 況 に

対 す る 外 部 評 価 が 適 切 で あ る こ と 。

（ 実 施 回 数 緩 和 の 協 議 ）

第 ３ 条 事 業 者 は 、 前 条 各 号 に 定 め る 要 件 を す べ て 満 た す 事

業 所 に つ い て 、 外 部 評 価 の 実 施 回 数 緩 和 に つ い て の 同 意 を

得 よ う と す る 場 合 は 、 市 長 が 指 定 す る 期 日 ま で に 、 地 域 密

着 型 サ ー ビ ス 外 部 評 価 の 実 施 回 数 緩 和 に 係 る 協 議 書 （ 様 式

第 １ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

（ 実 施 回 数 緩 和 の 同 意 の 決 定 ）

第 ４ 条 市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 協 議 が あ っ た と き は 、 当

該 協 議 の 内 容 そ の 他 必 要 な 事 項 を 審 査 し 、 外 部 評 価 の 実 施

回 数 緩 和 に つ い て の 同 意 の 可 否 を 決 定 す る も の と す る 。

２ 前 項 の 規 定 に よ り 同 意 す る こ と が 適 当 で あ る と 決 定 し た

と き は 、 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 外 部 評 価 の 実 施 回 数 緩 和 に 係

る 同 意 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） を 事 業 者 に 交 付 す る も の と す る 。

（ 同 意 の 取 消 し ）

第 ５ 条 市 長 は 、 外 部 評 価 の 実 施 回 数 緩 和 の 同 意 を 得 た 事 業



者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 当 該 同 意 を 取

り 消 す も の と す る 。

( 1 ) 第 ２ 条 各 号 に 定 め る 要 件 の い ず れ か を 満 た さ な い 事 実

が 確 認 さ れ た と き 。

( 2 ) 不 正 の 手 段 に よ り 実 施 回 数 緩 和 に つ い て の 同 意 を 得 た

と き 。

（ 委 任 ）

第 ６ 条 こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 福 祉 保

健 部 長 が 定 め る 。

附 則

こ の 要 綱 は 、 平 成 22年 ６ 月 11日 か ら 施 行 す る 。

附 則

こ の 要 綱 は 、 平 成 27年 ４ 月 ２ 日 か ら 施 行 し 、 同 年 ４ 月 １ 日

か ら 適 用 す る 。

附 則

こ の 要 綱 は 、 平 成 28年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則

こ の 要 綱 は 、 平 成 30年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 要 綱 の 施 行 の 際 現 に あ る こ の 要 綱 に よ る 改 正 前 の 様

式 （ 次 項 に お い て 「 旧 様 式 」 と い う 。 ） に よ り 使 用 さ れ て

い る 書 類 は 、 こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 様 式 に よ る も の と み



な す 。

３ こ の 要 綱 の 施 行 の 際 現 に あ る 旧 様 式 に よ る 用 紙 に つ い て

は 、 当 分 の 間 、 こ れ を 取 り 繕 っ て 使 用 す る こ と が で き る 。


